
「地上デジタル放送波を活用した災害情報伝達手段のガイドライン策定等に係る検討会」  

開催要綱 

 

（目的） 

第１条 地上デジタル放送波を活用する新しい災害情報伝達手段（以下「IPDC」という。）の技術開発が

進められており、円滑な社会実装に向けて、市町村において導入・整備に向けた技術ガイドラインの

策定が急務となっている。 

  このため、IPDCに係る実証や、防災行政無線等や携帯電話網等を活用した同報系システムの耐災害

性等との比較等を踏まえ、IPDCの技術ガイドラインの策定に向けた検討や同報系システムの耐災害性

の整理等を行うことを目的として、「地上デジタル放送波を活用した災害情報伝達手段のガイドライ

ン策定等に係る検討会」（以下「検討会」という。）を開催する。 

 

（検討事項） 

第２条 検討会は、概ね次の事項について調査検討を行う。 

１ 地上デジタル放送波を活用した情報伝達手段に係る実証に関する事項 

２ 地上デジタル放送波を活用した情報伝達手段及び防災行政無線等や携帯電話網等を活用した情

報伝達システムの耐災害性等に関する事項 

３ 技術ガイドラインに関する事項 

４ その他、災害情報伝達手段に関する事項 

 

（検討会） 

第３条 検討会の委員は、学識経験者、市町村の職員、関係事業者団体を代表する者等のうちから、前

条各号に掲げる検討事項の内容に応じて、消防庁防災情報室長が任命する。また、防災情報室長は、

オブザーバーの検討会への参加を認めることができる。 

 ２ 検討会に座長を置き、座長は検討会の委員の互選によってこれを選出する。 

 ３ 座長は、検討会を主宰する。また、座長に事故がある時は、座長の指名する者がその職務を代理

する。 

 ４ 検討会には、検討会委員の代理者の出席を認める。 

 ５ 座長は、必要に応じて、検討会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることが

できる。 

 ６ 検討会の議事及び資料は原則として公開するものとする。ただし、座長が検討会の運営上必要と

認める場合や秘匿を要する技術情報等が含まれる場合は、この限りではない。 

 

（委員等の任期） 

第４条 委員の任期は、任命日から令和４年３月 31日までとする。 

 

（庶務） 

第５条 検討会及び作業部会の庶務は、消防庁防災情報室が処理する。 
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（補則） 

第６条 この要綱に定めるほか、検討会及び部会の運営に関し必要な事項は座長が、これを定める。 

 

  附 則 

  この要綱は、令和３年６月２日から実施する。 

 



 
 

「地上デジタル放送波を活用した災害情報伝達手段の技術ガイドライン策定等

に係る検討会」委員名簿 
 

                                （敬称略・五十音順） 

【委員】 

井上 真杉 
国立研究開発法人情報通信研究機構ネットワーク研究所 

レジリエントＩＣＴ研究センター長 

宇田川 真之 国立研究開発法人防災科学技術研究所主幹研究員 

大高 利夫 神奈川県藤沢市情報システム課課長補佐 

荻澤 滋 消防庁国民保護・防災部長 

後藤 武志 長野県飯田市危機管理室次長 

近藤 玲子 

（～８月 荻原 直彦） 
総務省情報流通行政局放送技術課長 

齊藤 浩史 
ＩＰＤＣフォーラム幹事 

（株式会社毎日放送経営戦略局エキスパート） 

芝 勝徳 神戸市外国語大学教授 

菅原 崇永 宮城県仙台市危機管理局防災・減災部防災計画課主査 

土田 健一 

一般社団法人電波産業会 

デジタル放送システム開発部会 委員長 

（ＮＨＫ放送技術研究所 伝送システム研究部長） 

中村 功 東洋大学社会学部教授 

永吉 正樹 兵庫県加古川市防災部防災対策課危機管理係長 

堀内 隆広 

（～８月 林 弘郷） 
総務省情報流通行政局地上放送課長 

渡部 康雄 一般社団法人電気通信事業者協会企画部部長 

 

【オブザーバー】 

  総務省情報流通行政局放送政策課 

  総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課安全・信頼性対策室 

  総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室 

別紙 
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